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都道府県
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衛生主管部(局)

医療機関への支援に関する「重点支援地方交付金」の活用について(光禦賞等)

日頃より、医劉テ政の推進に多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

御中

「国民の安心・安全と持紗、的な成長に向けた総合経済対策」(令手口6年11月22日閣議

決定以下「経済対策」という。)においては、「重点支援地方交付金」(以下「本交付制

という。)の推奨事業メニューについて、引き続き、ナ也域の実情に応じて、困難な状況に

ある者をしっ力由支えるとの観点から、エネルギー価格や食半斗品価格等の高騰に対司、る

支援をネ佳綺、するため、本交付金の通nを行う旨が盛り込まれました。偶1」添ご参剛

また、経済対策においては、光熱謄等の物西高対策として本交付金による医療機関へ

の活用について明示されており、厚生労働省'としても現下の物価高により厳しい状況に

ある医療機関に対し、公的価格により価格に転嫁できないことから経済対策を踏まえ本

交付金により各自治体において一息k準を保ちつつ、緊急かつ確実に支援につなげたい

と考えております。

このため、各都道府県において、ご対応いただきたし優良な活用事例として、下記の

とおりお示ししますので、市畊持ともご協力いただきつつ、支援事業の可能な限り早

期の予算化に向けて手紗慮等ご対応を検討いただきますようぉ願い申し上げます。

今後、本交付金の積増し分を活用した支援状況について、フォローアップを実施させ

ていただく予定ですので、その際はご協力のほどお願い申し上げます。フォローアップ

の結果につきましては共有させていただく予定であり、そちらもご参照・ご活用いただ

きたいと思います。

なお、本事務連絡の内容につきましては、本交付金を所管しております内閣府地方創

生掴隹事務局と協議済みであることを申し添えます。
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(1)以下の表のとおり、令手口5年Ⅱ月の重点支援ナ也方交付金の積増し等を受けて各

都道府県が実施した光禦噴等高騰への支援事業の補助額の舞責をまとめました

具体的な補助額の設定に当たっては、以下の表をご参照いただき、医療機関にお

ける光梨謄等の高騰状況を適切に反映した額としてご検討いただくようぉ願いし

ます。

病院※1

(1病床当たり)

有床診療戸斤※1

(1病床当たり) (2.5 万円)

無床診療戸斤
24万円10万円6.8万円

(歯矛斗診療戸斤を含む)

※1 病院にっいては200床規模で各都道府県の単価より試算したもの。

有床診療戸斤にっいては10床規模で各都道府県の単価より試算したもの。

※2 ウ陳噴以外に診療材邪陵、消耗品費等への支援を含んでいます。

※3 支援策の検討に当たっては、例えば、医療機能に応じ劫口算昊詩別高圧受

電契約である医療機関への加算、光禦噴以外に高騰を受けている経費(委託

費等)への支援、歯矛斗技工所や訪問看護ステーション等への措置など、ナ也域

の実情に応じた内容となるようご検討をお願いします。

※4 参考までに、上記の補助額の実債を、一月あたりの補助額に推計した舞責

にっいても以下の表の通りお示ししますので、ご活用下さい。

中矧直

380万円

(1.9 万円)

25万円

8万円 10万円

上位25%

608万円

(3.04 万円)

35.8万円

(3.58 万円)

最大値

1300万円※2

(6.5 万円)

65万円※2

(6.5 千円)

1

最大値

2600万円※2

(13.0 万円)

130万円※2

(13.0 万円)

病院※1

7万円

(1病床当たり)

有床診療戸斤※1

(1病床当たり)

無床診療戸斤

(歯矛斗診療戸斤を含む)

(2)以下のとおり、優良な活用事例をお示しします。

中央イ直

55.4万円

(2.フ7 千円)

3.3万円

(3.3 千円)

自治体A

上位25%

67.3万円

(3.3鉐千円)

5万円

(5 千円)

0

病院・有床診加斤:50万+3 万/床(300床以上は100万十3万/床)

無床診療所:20万、歯矛斗技工所10万、施休所5万



自治体B 病院(200床以上):70 万十6 万/床(200床未満は50 万十4.5 万/床、

100 床未満は 35 万十3.5 万/床)、有床診療戸ノ〒:25 万十2.5 万/床、

無床診療所:20万、歯矛斗技工所・助薗斤・薬局:7万

自治体C 特別高圧契約旛成:5万/床

特別高圧契約以外の施設:病院2.35万/床、有床診療所5万十1.85

万/床、無床診療戸ノ〒・助産戸斤:5万、施休所3万

<本件問い合わせ先>

厚生労働省'医政局医療経営支援課

姦舌:03-5253-1111 内線2672、 2620、 26四



各都道府県

財政担当課

市町村担当課

地方創生担当課

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下「重点支援地方交付金」という。)につい

ては、仟重点支援地方交付金」の追加にっいて」(令和6年Ⅱ月22日付け事務連絡)におい

てお知らせしたとおり、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(以下「経

済対策」という。)」(令和6年Ⅱ月22日閣議決定)に、①低所得世帯支援枠にっいて給付金

の支援を行うとともに、②物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援するため

に重点支援地方交付金を追加する旨が盛り込まれたことを踏まえ、本日閣議決定された令和

6年度補正予算(第1号)案において、1兆908億円(低所得世帯支援枠:4,908億円、推奨

事業メニュー分:6,000億円)が追加計上されました。

今般の措置の概要は別添1のとおりです。また、重点支援地方交付金に関する現時点の暫

定的な取扱いにっいて、下記のとおり整理しました。なお、これらは、今後の国会で補正予

算が成立することが条件となり、現時点で成立を予断するものではありませんが、地方公共

団体における可能な限り早期の予算化に向けた検討を進めていただくため、参考としてお示

しするものです。国会において補正予算が成立した場合には、改正後の制度要綱や交付限度

額、手続き等については後日改めて通知します。

地方公共団体におかれましては、上記を踏まえ、今般の経済対策において対策の早期執行

が挙げられた趣旨を十分ご理解いただき、重点支援地方交付金を活用した支援について、可

能な限り早期の予算化に向けた検討を引き続き進めていただきますようぉ願いします。

各都道府県におかれましては、貴管内市町村へもこの旨周知されますようよろしくぉ願い

します。

令和6年度補正予算(第1号)案の閣議決定を踏まえた

「重点支援地方交付金」の取扱い等について

内閣府地方創生推進室

デジタル庁デジタル社会共通機能グループ

事務連絡

令和6年11月29日

巨Σ玉]

重点支援地方交付金の取扱いについて

これまで、重点支援地方交付金にっいては、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影

響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細かに必要な

事業を実施する取組を支援してきたところです。

各地方公共団体におかれましては、本交付金の趣旨を十分に踏まえ、都道府県・市町村

記

中御}



で連携を図りながら、重点支援地方交付金を有効に活用し、事業の効果的な実施に取り組

むようお願いします。

2.重点支援地方交付金の対象について

(1)交付対象事業

重点支援地方交付金の交付対象事業は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を

受けた生活者や事業者(以下生活者等」という。)の支援を主たる目的とする事業であっ

て、交付金による支援の効果が当該生活者等に直接的に及ぶ事業とします。(地方公共団体

が運営する公営企業や直接住民の用に供する施設における活用や、地方公共団体発注の公

共調達における労務費(実質的な賃上げにつながるもの)を含めた価格転嫁の円滑化のた

めの事業、地方公共団体における水道料金の減免も可能です。)

具体的には、以下の①から⑧までに掲げる地方単独事業等を推奨事業メニューとしてお

示ししています。エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者等に対する

支援として、地域の実情に応じ、きめ細かな取組をご検討ください。

なお、ここで「事業者」とは、何らかの業を営む個人又は法人等(法人形態は問わない。)

をいうものとします。民間団体のみならず公的団体も対象となります。

【推奨事業メニュー】

<生活者支援>

1エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支

低所得世帯を対象とした、電力・ガス(LP ガスを含む)や灯油をはじめエネルギー・食

料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援

エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支

物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するための小中学校等における学校給食

費等の支援

※低所得のひとり親世帯への給付金等の支援や、こども食堂に対する負担軽減のための支援、ヤ

ングケアラーに対する配食支援等も可能。

3消費下支え等を通じた生活者支

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に対してプレミアム商品券や

地域で活用できるマイナポイント等を発行して消費を下支えする取組やLP ガス・灯油使

用世帯への給付などの支援

4'エネ家電等への買い換え促進による生活者支

家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するための省エネ性能の高いエアコン・給湯器等

への買い換えなどの支援

<事業者支援>

5医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支

医療機関、介護施設等、障害福祉サービス施設等、保育所等、学校施設、公衆浴場等に対

する食料品価格の高騰分などの支援、エネルギー価格の高騰分などの支援(特別高圧で受

電する施設への支援を含む)



6農林水産業における物価高騰対策支

配合飼料の使用量低減の取組や飼料高騰等の影響を受ける酪農経営の負担軽減の支援、農

林水産物の生産・調製・加工・貯蔵施設や士地改良区の農業水利施設の電気料金高騰に対

する支援、化学肥料からの転換に向けた地域内資源の活用などの支援

中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支

特別高圧での受電(ビル・工業団地・卸売市場のテナントを含む)、LPガスの使用や、街

路灯等の維持を含め、エネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業、商店街、自治会等の

負担緩和や省エネの取組支援のほか、中小企業の賃上げ環境の整備などの支援

8地域公共交通・物流や地域観光業等に対する支

地域公共交通事業者・物流事業者や地域観光事業者等のエネルギー価格高騰に対する影響

緩和、省エネ対策、地域に不可欠な交通手段の確保、地域特性を踏まえた生産性向上に向

けた取組などの支援

※各地方公共団体が、上記推奨事業メニュー例よりも更に効果があると判断する地方

単独事業も、その理由を明らかにした場合は交付対象とします。

※地方公共団体が運営する公営企業や直接住民の用に供する施設に対する事業や、地

方公共団体発注の公共調達における労務費(実質的な賃上げにつながるもの)を含

めた価格転嫁の円滑化のための事業、地方公共団体における水道料金の減免も交付

対象とします。

※①・②等にっいては、 NP0法人等への支援を通じて、物価高騰の影響を受けた生

活者に直接的に効果が及ぶ事業、③については、マイナンバーカードを利用して各

種証明書を発行することができるコンビニ交付サービスにおける各種証明書発行手

数料の減免による負担軽減及び防犯意識の高まりを踏まえた防犯性能のある建物部

品(ドア、錠など)・固定電話機、防犯カメラ等の設置など防犯対策強化のための

取組(青色回転灯等装備車(青パト)の整備への支援、防犯ボランティアへの支援

(資器材の購入)、地域社会における闇バイト対策の取組への支援を含む。)に対

するプレミアム商品券、マイナポイント又は補助金による支援、⑥については、漁

業者や施設園芸農家など農林水産業者における燃料費の負担軽減なども含みます。

交付対象となる地方単独事業の条件は以下のとおりです。

0地方単独事業

交付対象となる地方単独事業のうち令和6年度実施計画に記載可能な事業は、以下

のいずれかに該当する事業です。また、推奨事業メニューを別添1のとおり見直して

います。

・地方公共団体の令和6年度予算に計上され、実施される事業

・地方公共団体の令和6年度予算に計上された予備費により実施される事業

ただし、重点支援地方交付金の予算のうち令和6年度補正予算(第1号)案に追加

計上された4,908億円にっいては、特に物価高の影響を受ける低所得者の方々の生活

を守るために措置されていることから、当該予算の交付対象事業は、以下の要件を付

3



すこととします。

【低所得世帯に対する支援】

物価高騰等に直面する低所得世帯の支援を主たる目的とする事業であって、交付金

による支援の効果が低所得世帯に直接的に及ぶ事業を交付対象とします。具体的には、

低所得世帯を交付金による補助・給付の直接の対象とする事業(当該補助・給付の事

務を他の団体を介して行う場合を含む。)が該当します。

具体的には、以下の①及び②の標準事業を実施することを原則とします。

(標準事業)

①住民税非課税となる世帯への給付

》令和6年度における個人住民税均等割非課税世帯(以下「住民税非課税世帯」

という。)に対し、 1世帯当たり3万円を支給。

②こども加算

》住民税非課税世帯への給付の加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯

員である18歳以下の児童1人当たり2万円を支給。

なお、今般の経済対策において低所得世帯支援枠を活用した低所得世帯への支援の

算定対象となる住民税非課税世帯については、国会における補正予算の成立を前提と

しておりますが、国が指定する基準日(本年12月中を目途)に住民登録のある世帯と

し、扶養親族等のみで構成される世帯を除くこととする方向で検討しておりますので

ご留意ください。

(2)重点支援地方交付金に係る対象外経費

地方単独事業に係る対象外経費については、これまでの取扱いと特段の変更はなく

以下のとおりです。

【対象外経費】

①職員の人件費

地方公共団体の職員の人件費(物価高騰対応のための体制拡充等に必要となるもの

(任期の定めのない常勤職員の給料分を除く。)を除く。)

②用地費

用地の取得費

③貸付金・保証金

貸付金又は保証金(繰上償還による保証金の過払い相当分の返金に伴う国庫返納を

要するもの。利子補給金又は信用保証料補助は該当しない。)

④物価高騰対応と関連しない施設の整備自体を主目的とするもの

物価高騰への対応と関連しないインフラ整備等のハード事業に係る費用

⑤基金

基金の積立金(以下の要件を満たす基金に積み立てる場合を除く。)

、



【対象となる基金の要件】

①基金を取り崩した場合に、対象事業に充当されることが条例により担保されている

ものであること

②対象事業は、以下に該当するものであること

イ利子補給事業又は信用保証料補助事業

ロイのほか、事業の内容(交付対象者、充当する経費等)が明確になっており、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第

4条第2項に規定する基金事業等であって、不確実な事故等の発生に応じて資金を

交付する事業又は当該事業の進捗が他の事業の進捗に依存するもののいずれかに該

当すると認められるもの

③令和6年度末までに事業着手(利子補給契約の締結等)すること

④原則として、②イに該当する事業の財源とする基金にっいては令和11年度末※まで、

②口に該当する事業の財源とする基金については令和8年度末※までに廃止するもの

であること

※令和6年度に事業着手する基金の場合に限る。

⑤果実を含めて交付金が原資になっている部分について厳格な区分経理を行うこと

(「財政調整基金」、「減債基金」への積立は認められない。)

なお、上記対象となる基金の要件のうち②口を検討される場合、当該要件に該当する

かにっいては、事業内容等の詳細を明らかにした上で、事前に内閣府まで相談されるよ

うぉ願いします。

3.推奨事業メニューの検討にあたっての留意事項について

「「重点支援地方交付金」の追加について」(令和6年Ⅱ月22日付け事務連絡)におい

てお知らせしたとおり、各府省庁において、物価高対策として特に必要かつ効果的であっ

て広く実施されることが期待される事業をはじめとして、都道府県及び市町村に対して、

優良な活用事例を始め必要な情報が速やかに提供されますので、推奨事業メニューを活用

した支援の検討に当たっては、各府省庁からの通知を参考にしていただき、地域の実情を

踏まえっつ、物価高対策として特に必要かつ効果的な分野などにっいて有効に活用してい

ただくようぉ願いします。

なお、重点支援地方交付金(推奨事業メニュー分)の追加配分に係る交付限度額は、令

和5年度一般会計補正予算(第1号)における令和5年H月29日限度額通知に係る交付

限度額は下回らない見込みです。各自治体別の交付限度額にっいては補正予算の成立後に

正式に通知いたしますが、都道府県及び市町村におかれましては、早期執行の趣旨を十分

ご理解の上、推奨事業メニューを活用した支援の検討を進めていただくようぉ願いします。

給付支援サービスの導入について

仟重点支援地方交付金」の追加にっいて」(令和6年Ⅱ月22日付け事務連絡)におい

てお知らせしたとおり、デジタル庁では、これまでも住民・自治体双方において、給付の

申請から給付までのプロセスが一気通貫でデジタル完結することで、迅速かっ効率的な給

付が可能となるような給付支援サービスの提供を行ってきたところですが、今般の給付事



務においても実施し、本サービスについては、希望自治体の導入が可能となります。

また、本サービスの普及を図るため、今回も重点支援地方交付金に殊創寸支援サービス

活用枠」を設け、過去の導入実績に応じて本サービスの導入・利用される自治体に対して

支援する見込みです。【別添2,3】

詳細については追って連絡します。

<関係資料一覧>

別添1 重点支援地方交付金の追加

別添2 給付支援サービス説明資料

別添3 絲合付支援サービス】サービス料金試算表

※LGWAN接続端末からのダウンロード

給付支援サービス関連情報・LGWANボータルサイト掲示板

※下線部分はこれまでの扱いからの変更箇所

【問合せ先】

(制度の内容・予算執行に関する内容について)

内閣府地方創生推進室

e-mail : e. chiho-1'inji. P7C@cao. go. jp

(デジタルの積極活用に関する内容について)

デジタル庁デジタル社会共通機能グループ

給付支援サービス担当

https://forms. office. com/r/bphKwkrNE



エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情

に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、重点支援地方交付金を「低所得世帯支援枠」及び「推
奨事業メニュー」実施のため追加する。

0 予算額:1.1兆円(うち①低所得世帯支援枠 0.5兆円、②推奨事業メニュー 0.6兆円)
※この他、「給付金・定額減税一体措置(令和5年度経済対策)」に基づく給付金(0.6兆円)を措置。

(低所得世帯支援枠)物価高騰の担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図る事業。0 対象事業

(推奨事業メニュー)エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、支
援を行う事業。効果的と考えられる推奨事業メニューを提示。(詳細は、 2頁参照)

(事業者支援)
⑤医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等

に対する物価高騰対策支援
⑥農林水産業における物価高騰対策支援
⑦中小企業等に対するエネルギー価格高騰対

策支援
⑧地域公共交通・物流や地域観光業等に対する

支援

'

(生活者支援)

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う
低所得世帯支援

②エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う
子育て世帯支援

③消費下支え等を通じた生活者支援
④省エネ家電等への買い換え促進による生活者

支援

0 算定方法.①(低所得世帯支援枠)住民税非課税世帯1世帯あたり3万円を基礎として算定(市町村)
住民税非課税世帯のうち、子育て世帯は子ども1人あたり2万円を加算

②(推奨事業メニュー)人口、物価上昇率、財政力等を基礎として算定(都道府県、市町村)

,r

別添1

令和6年度補正予算案

推奨事業メニュー

、
舮

①
②



.低所世帯支枠(0.5兆円)

・低所得世帯の食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影のうち賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分を概ね力
バーできる水準として、住民税非課税世帯一世帯当たり3万円を目安として給付。

・住民税非課税世帯のうち、子育て世帯については世帯人数が多いことを考慮して、子ども一人当たり2万円を加算措置。

Ⅱ. 奨事業メニュー(0.6兆円)

生活者支援

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援

低所得世帯を対象とした、電力・ガス(LPガスを含む)や灯油をはじめ
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による担を軽減するための
支援

※住民税非課税世帯に対しては上記11こよる支援を行う。

重点支援地方交付金

追加額1.1兆円(1及びⅡの合計)

②エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援

物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するための小中学
校等における学校給食費等の支援

※低所得のひとり親世への給付金等の支援や、こども食堂に対する負担軽減
のための支援、ヤングケアラーに対する配食支援等も可能。

③消費下支え等を通じた生活者支援

エネルギー・食料品価格等の物価高の影響を受けた生活者に対
してプレミアム商品券や地域で活用できるマイナポイント等を発行して
消費を下支えする取組やLPガス・灯油使用世帯への給付などの支援

④省エネ家電等への買い換え促進による生活者支援

家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するための省エネ性能の
高いエアコン・給湯器等への買い換えなどの支援

※1 地方公共団体が、上記の推奨事業メニューよりも更に効果があると考えるものについては、実施計画に記載して申請可能。
※2 地方公共団体が運営する公営企業や直接住民の用に供する施設における活用や、地方公共団体発注の公共調達における労務費(実質的な賃上げにつながるもの)を含めた

価格転嫁の円滑化のための活用も可能。また、地方公共団体における水道料金の減免にも活用可能。

事業者支援

⑤医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰
対策支援

医療機関、介そ施設等、障害福祉サービス施設等、保育所等、学校
施設、公衆浴場等に対する食料品価格の高騰分などの支援、エネル
ギー価格の高騰分などの支援(特別高圧で受電する施設への支援を
含む)

⑥農林水産業における物価高騰対策支援

配合飼料の使用量低減の取組や飼料高騰等の影響を受ける酪曲
経営の負担軽減の支援、農林水産物の生産・調製・加工・貯蔵施設や
土地改良区の農業水利施設の電気料金高騰に対する支援、化学肥
料からの転換に向けた地域内資源の活用などの支援

⑦中小企業等に対するエネルギー価格高対策支援

特別高圧での受電(ビル・工業団地・卸売市場のテナントを含む)、LP
ガスの使用や、街路灯等の維持を含め、エネルギー価格高騰の影'
を受ける中小企業、商店街、自治会等の負担緩和や省エネの取組支
援のほか、中小企業の賃上げ環境の整備などの支援

⑧地域公共交通・物流や地域観光業等に対する支援

地域公共交通・物流事業者や地域観光事業者等のエネルギー価格
に対する影"緩和、省エネ対策、地域に不可欠な交通手段の確

保、地域特性を踏まえた生産性向上に向けた取組などの支援



令和6年度

給付支援サービス活用

地方公共団体むけ説明資料
2024年11月

デジタル庁給付支援サービス

別添2

デジタル庁
Dlgltal Agency



1.給付支援サービス概要
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概要

コロナ禍給付で表面化した,"iを背景に、デジタル庁で給付システム構築を進める。

.コロナ禍における特別定額給付金等の各種給付金の事務処理において、申請や審査、結果通知がデジタル化されていなかったことにより給付

に時間を要する、手間がかかるなど、課題が表面化。

.住民向けフロントサービスや事務処理について、 1,741の基礎自治体がぱらぱらにシステム開発するのは合理的でない

.実証検証を踏まえ、デジタル庁で、各自治体が使える、給付システムの構築をすすめることに。

利用者メリット

住民にとって

手続きコストの最小化

事前の自治体での対象者情報の登録や、必要な情報の自己情報取得AP1※
の活用によるデータ提供により、面倒な多くの申請書記入・書類添付を
最小限に抑制できる。

※住民の方か、自己情報の確認・提供を行える機能。システム間連挑によりWebサービス提供者が利
用できるよう、マイナポータルのAP1のつとして作成・公開されているもの。

自治体にとって

事務処理負担の最小化

審査に必要な項目(公金受取口座情報を含む)について、自己情報取
得AP1を活用し本人がデータをセットすることで、対象者データの抽出
時にデータ項目を削減、また、審査内容によってはデータ取得をシス
テム的にチェックできることで、事務処理負担を景小限に抑えること
ができる。



サービス概要

申請から振込までのプロスをデジタル完結させ、迅速・効率的な給付を実現。

利用方法

・自治体の案内(二次元コード等を

記載)からアクセス

.マイナンバーカードで本人確認

.公金受取口座又は自治体独自で保

有する口座情報を利用

住民メリット

・面倒な申請書記入が最小限にでき

る

.添付書類を省略することもできる

住民

給付支援サーヒ

ログイン

申請内容

確認、・申請

給寸支援サービ

マッチング

ステータス

管理

自治体

金融機関
連携

対象者登録

利用方法

・対象者情報の抽出

・審査

・振込依頼

申請状況確認

地方自治体

振込依頼

登録

自治体メリット

・本人申請内容をデータで提供する

ことで、システムを用いて審査業

務を効率化できる

・また、紙で受け取ったものの転

記・再確認等もないため事務処理

負担を大幅に削減することができ

る
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おおまかな業務の流れ(フロー図)

給付準備から振込まで、オンラインサービスの利用が可台"。

利用準備

給付対象者
登録

自治体のデータベースから

出力した給付対象者りスト

を、給付支援サービスに登

録。

住民による

電子申請

住民による

紙申請
紙申請登録

郵送や窓口などで書面による

申請を受け付けた場合、申請
内容を確認のうえ申請情報を

給付支援サービスに登録。

給付事務

審査

給付担当課か利用者からの申請内

容を確認、し、給付可否を判断。

申請に不備や確。忍があった場合、
申請者へ連絡し個別対応を実施。

振込起案

振込承認

出納課などが振込を承認しステータスを更新。これに

より金融機関への振込依頼が開始。

給付担当課が

振込依頼を起案。

サービス内振込
^^^^^^^^^^^^

システム処理:
^^^^^^^^^^^^

サービス外振込
!、.___________ノ

給付支援サービスを利用しない振込の場合、自治体独

自で振込を行い、その結果を給付支援サービスに記録。

サービス外振込

振込記録

i
1
1
↓

ー
ー
ー



おおまかな業務の流れν3

給付対象者を登録して、申請受付を開始。

ログイン

LG・VVAN環境やインターネット環境からアクセスし、ログイン1Dとパスワ

をもとに、給付支援サービス伯治体むけ)にログインします。

給付支援サービス

ログノゆ

ログイン

namo dlEltolEO.JP

バユワート

給付対象者登録

給付対象者りストをアップロードして登録します。

ド用のCSVファイルを作成する補助ツールを提供)

要連轄件教

給付対象者登録状況

a里新

(必要に応じてアップロー

畳録日時

20お/02/17 12:23

20お/02/1612:40

豊鰻つアイル

2023/0ユn412.00

2023/02/1412.00

鰻申胴モ畳鰻

20お川ユ/14 12.00

^
●猿世状況輔皇之Zi1互壹1ウンロー

登録結果ファイル

画面デザインは、暫定の内容を含む

=

冨



おおまかな業務の流れ2/3

住民が、オンライン申請。

住民による電子申請

住民は、自治体からの案内(ウェブサイトやチラシ、郵便など)に記載されているURLや二次元コー

プリを使ってマイナポータルにログインし、券面情報取得のためマイナンバーカードを読み取ります

認を経て申請が完了します。

※詳細の利用の流れは、別途ご案内

給付の案内を受け取る
自治体かうの郵便や自由体ウエブサイトなピかう

胎付詳詞西島1、アクセス

マイナポータルで、給付金の内容を

更曇、"叡名や受付剛問なと、蛤付の慎帽を確誌

価格高艮緊急支橿蛤付

金

0

マイナポータルにログインして、申始

マイナポータルアプリ炉Cの堤合ιユ.二次元コート 1み敢り

またはIC力ートリータワイタ)でログインして申鵡を艶める

1 1

マイナポータルアプリ

月証岳司の入刀

、から、申請トップページヘアクセスします。マイナポータルア

連絡先の入力と振込先となる公金受取口座情報等申請内容の確

カーの謡み即り

申請内容を破認して申

皐慢に申内客を確認,る

て)田鵡内容の硫認

中晶"亀の捻竹

申請完了

マイナポータルで申覇が完了したことを確認

0●'」●血●,●●●'」,貞●

●、'ぜ●゛■"寺,゛゛1

●"梱、●●圃畔司了

画面デザインは、暫定の内容を含む

@
●



おおまかな業務の流れ3/3

審査を行い、出納課などによる承認を経て金融機関への振込依まで完了。

郵送や窓口などで書面による申請

を受け付けた場合、自治体にて申

請内容を確認のうえ申請情報を給

付支援サービスに登録します。

紙申請登録

キ鼻M ユ豊註■幼■

高緊

サービス上で、給付担当課が利用

者からの申請内容を確認し、給付

可否を判断します。

990

最新つアイルを翌録

C主、中'史址,寸叱轟魯コ『一ん40"LT'ι

審査

202」望1コ"ι1日

給付者情報

孟子

審査で給付可能と判断した審査に

ついて、給付担当課が振込依頼を

起案します。

振込起案

n*倖賢"病哩 1,」月き量"憎伺

上

振込起案

この内容で起案しますか

削玉面で選股した中朗の舟ムモ起案しま,.内容を破記のう凡確定しτくたさい

出納課など力斗辰込を承認、しステー

タスを更新します。これにより金

融機関への振込依頼がはじまりま

す。振込依頼データは媒体を介さ

ず、指定金融機関へ伝送されます

封

価格高騰繋急支援給付金

振込承認

54,321

2023年12月12日00時

出納課による振込承認

封章正'企忌含計

12,345,678,91

この内容で承認しますか

佃当課による四込子約を"えk巾訊を無認L.金融幌閏への振込依"を実打しま'内

価格高騰緊急支援給付金

54.321

殴

2023年12月12日00時

f^

画面デザインは、暫定の内容を含む

"量四'圭n心計

12,345,678,9
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料金のご紹介

給付支援サービスの利用料金は導入料金、

項目

基本料金、利用料金、オプショ

詳細

利用準備期間における自治体さまからのお問い合わせ対応

ご利用いただく給付の給付対象者によって変動する料金

オプション

月々の運用に係る料金

●説明会実施

利用準備方法や自治体様で委託されている問い合わせ担当者様
等に対して業務の説明会を実施

.金融機関連携(パターン①)
給付支援サービス内の金融機関連携サービスをご利用の自治体
さまに対する各種設定等

金融機関の提供するサービス利用料

ン料金で構成。
(税抜)

費用

458,400円

※給付マスタ登録及び職員アカウンド情報登録にっいてはマニュアルをご参照の上、自治体様で実施いただく必要があります。 10

240,000円~
;女て頁参・旦買

30,000円/月

408,320円

556β00円~
上記に加え指定金融機関が提供する

サービスの初期費用が別途加算

上記に加え指定金融機関が提供する
サービスの利用料が別途加算

金
治

料
茸

入
朔

導
棚

金料本基

皿
目
目 金

、
、用」



料金のご紹介(基本料金)

基本料金は、給付対象者数によって変動。

給付対象者数1,000人ごとに24万卵が加算。ただし、 21,000人以降は16万円が加算。
(税抜)

基本料金絲創寸対象者数ι、よ

費用給付対象者数

240,000円~1,000人

+24万円

1,001~2,000人 480,000円

.

2,001~3,000人

..

.

3,001~4,000人

20,001~21,000人 4,960,000円

21,001~22,000人 5,120,000円

19,001~20,000人

.

干2 万円

※給付支援サービス内の金融機関連携機能をご利用の場合、金融機関連携サービス利用料が別途発生いたします。

720,000円

960,000円

+24万円

+24万円

.

4β00,000円



利用例

複数給付で利用すればよりお得に給付支援サービスの利用が可能。

利用例①

給付A
対款者数:約1,500人
利用期間:5~9月

前提条件

項目

4月

料金

5月

導入料金
※新規利用自治体は必須

A 給付申請期間

6月

2

7

基本料金

算出根拠

3 利用料金

後処理期間

基本料金(論付対諏者数ι、よる料金]

費用給付対諏老数

240,000円~1000人

舶0.000円1000~2000人

※前頁参照

30,000円 X 5か月

合計

費用

458,400円

、A

対象者数:約1,500人
利用期間:5~9月

給付B
対魚者数:約2,400人
利用期間:フ~10月

料金

新規利用自治体

前提条件

1,088,400円

480,000円

利用例②

150,000円

項目

既存利用自治体

月7月

A 給付申期間

B 給付申

導入料金

630,000円

※新規利用自治体は必須

2
基本料金

8月

後

算出根拠

(税抜)

3

9月10月

理期間

後処理期問

利用料金

期間

、1.0伽A

1.001、之om人

2.伽1、3,om゛.

3.001、4,om人

合計

※前頁参照

30,000円 X 6か月

費用

之40.^円

480.^円

720.^円

458,400円

新規利用自治体

720,^円

1,358,400円

720,000円

180,000円

既存利用自治体

900,000円



料金のご紹介

利噐料お支払いは月末締め翌月

お申込み内容を想定した利用イメージ

給付A

対象者数:約1,500人
利用期間:5~9月
契約開始希望日:4/10
申受付開始希望日:5/20
利用終了希望日:9/25

^^^^^^^
▲契約開始希望日

払い。

申請受付開始日から利用料が発生します。
月の半ば開始の場合においても、1か月分
の料金が発生するため、月初めに申請受付
が開始できるようご調整いただくことを推
奨します。

事前準備

▲申請受付開始希望日

@

・入料金 458,400円

480,000円基本料金

30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円利用料金

(税抜)13

申請受付

@
利用期間=5力月

事後処理

@

▲利用終了希望日

@
契約終了日は利用希望日の月末としま
す。利用開始日同様、利用終了日を月
末になるようご調整いただくことを推
奨します。

'契約終了日

こ
請
求
金
額
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給付支援サービスの活用メリット

本人確認の自動化、公

4 -

給付準備

給付支援サービスを利用した業務

給付準備

・給付対象者りスM乍成のための補助ツ

ールを提供。

・情報提供NVVSかうの公金受取口座

情報の取得力坏要。

(申請者力ぐマイナボタルの公金受取
口座情報を確認・申請)

受取口 のシ、噐で審査時間の大幅な削減を見

周知/案内

周知/案内

・マイナポータルを利

用したi識U、申請

者向けの申請状

況確認機能により、

お問合せの削減に。

申請状況確認/紙害類での審査

申請状況確認/審査

・登録したりストと申請データの突合を

システムで自動的{L。申請者数やス

テータスをりアルタイムで表尓。

・エラー内容の表示機能によって「どこに

エラーがあるのか」ひとっずっ点検する
業務を削減

・紙申請された情報も登録可能。金

融機関コード等のバリテーションチエッ

ク、申請情報の一元管理、振込

データの一括作成力句能。

オンライン振込

・金融機関連携サービスを用いて、スムズな送金手続き。起案や承

認をサービス上で簡単IL、鋤テへ行か弓斗果作完了。
データ紛失りスクがゼロ。

・振込データを出力し、自治体で決めうれ亢方法で振込処理を行うこと
も可能。

紙伝票での振込

<

申請力

事務リー
^^^■

15
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申込み

お申し込みは、後続の事務連絡でご案内いたします。

利用検討におけるお問い合わせがございましたら下記メールアドレ

令和7年度の利用申込み

利用申込み方法は、申込みフォームよりお申し込みいただく予定としております。

申込フォームのURL等詳細につきましては、後続の事務連絡でご案内いたします。

給付支援サービスについて

本サービスに関するニュースや各種情報は、給付支援サービスの紹介ページをご覧ください。

本サービスの概要、各種お知らせ、操作マニュアルやよくある質問などを

掲載しており、随時更新しています。

htt s: services.diital.0.' bene"ts

ご刑用に向けたお問い合わせ

給付支援サービスの利用契約や利用準備等、利用検討におけるご不明点は下記メールアドレスまでお問い合わせください

自治体支援チーム benefitsaas contract@am.nt dat ,CO.

までご連絡ください。

■



利用準備

利用準備フェーズの作業内容

報の提出

象者抽出

アカウント作成シート/

給付制度情報シート

▲提出期限

給付対象者りスト作成

振込方

法確認

▲提出期限①

利用申込手続/1"疋玉.波棧関確ルノートイ

利用調汝

振込方

法確認

▲提出期限①

指定金融機関確認シートイ

テスト環境設定

EΣ>、サービス側作業

▲テスト環境用アカウント提供

振込テスト調整

▲提出期限②

設症

振込アスト凋整

テスト環境利用

②

自治体作業

申請付開妙

通知文作成、印刷、郵送

誇晋
ム
邑

==
■
●

、

設
定
案
内
の
受
取
り

==

定設

謝ノ

」
y定九

又クワトツネ
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利用可能な給付一覧

令和6年度の実証において、約100の自治体が以下5つの給付事務においてご利用。

^^

子育て支援

給付名

子育て世帯への臨時特別給付金

東京018サポート

住民非課税世帯等に対する臨時特別給付金

物価高騰対応重点支援給付金

調整給付

不足額給付

その他自治体様独自の給付

1

生活支援

2

3

4

5

6

7

付対象者が事前に確定可能な給付でご利用いただくことがで
きます。

ご利用されたい給付がございましたらご相談ください。
(次頁に寒河江市様の活用に向けご検討中の例を示します。)

y、
゛

1」用

にてサービスを

いております

来年度対応予定

20

一
、
こ

既 ι



活用事例のご紹介

寒河江市様では、高校入学年齢に達する児童への給付や、生活困窮世帯への給付にてご活用

予定。

令和5年度さがえっこスマイル給付金の支給

地域の将来を担うさがえの宝てある

へ10万を給Jしてしす

対象児童

平成20年4月2日から平成21年4月1日までに生まれ、令和5年12月1日時点て本市の住民茎本台帳に記載されてい

る児童.

高校迎のため令和5年12月2日から令和6年3月31日までに寒洵江市に転入した場合も対飲となることがありま

す。詳しくは子育て推進課までお問い合わせください。

さがえっこ

申者・受給対隷者

辺新日:2024年4月2日

の健やかな成長の支班として、蕊鵲入孚年告'1"する児粛

対叙児童を現に監護している父、母、又は父母に代わリ養育し、本市の住民苓本台帳に紀載されている方

生活困
す

世帯へ冬の生活費(灯油購入費等)を助成してぃま

市では、生活が雷窮していろ世繕へ交の生虐昏を助戴しています.今卑度は

5二丹増破卜万丹を助之とともに、新型コロナウイルスの彰智等によ

してい工す.

A 対欽世帯

令.伯郎雁市民抄が世1朴9黄非譯税て・、次の1か.コ4いずれ力、に該曳する世帯

を除く〕

1.65歳以上の高齢者のみの世密

2.靈虚趣がい者力气る世帯

3.18歳以下のテともを扶妥するひとり,見世;昔等

4.棄日本人貫災による選艶Nヤ,

B 対急世帯

上記世帯.X矢で、新豆!コロナウイルス感炎応の影容をうけて,生活に冒磨している也帯

.主裂:令和2年4月から令川ι汗9月までに総合実援貸企(生活支獲費)を借入れした世僻

更漸日:2022年U月18日

の灯揺嶌デ建,

が困窮こ帯もJ

福祉施設入所者、生"保難世粥

21
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令和5年度実証事業結果・参加自治体

令和5年実証では、福岡県水巻町・

50代以上の方からも、多数オンライン申請がありました

総世帯数

対象世帯数

給付金名称

50代以上割合

13,388世帯

8,646世帯

みずまき暮らし・生活支援時特別給付金

賀県鳥栖巾にご協力いただきまし

福岡県水巻町

09、0

水巻町オンライン申請世帯主年齢別割合

39%

~10代

209'0

20代 30代

1009、080yo609'0409、0

40代口50代血60代 70代巨80代亜90代■100代~

^

^0

33β31世帯

1,025世帯

物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金

佐賀県鳥栖市
佐凹 T伽Uciw

鳥栖市

09'0

24%

~10代

20%

20代

409、0

30代口40代 50代

60%

60代 70代

100%809'0

80代■90代皿100代~

※本年度(FY23)ヒアリング時点 23

,



令和6年度実証事業結果一自治体アンケート結果サマリ

画面の操作性・デザインに関し、自治体業務すべてにおいて局い評価を取得。

自治体側利用画面の評価や本サービスに関する意見収集を目的とし、自治体職員に対しアンケートを実施しました。

■デザイン性、操作性について

ψ画面のデザイン、操作性関しては給付支援システムを使用した給付業務全てにおいて概ね高評価(いずれも平均3.9)
であった。

<デザイン>
給付対象者りス1<選,朋支>

5:とても分かり易かった トの登録
4:分かり易かった 5.00給付対象者リ給付状況
3:どちらともいえない

4.00ストの登録の確ミ2:分かりづらかった
0

1:とても分かりづらかった
2.00

尾一ー.ー.ーーーーーー.ー......^............ー.......

1.00

審査

■その他のご意見

サービス外振込

(振込記録)

サービス外振

込 G辰込記

録)

ログイン

5.00

4.00

0

2.00

1.00

(
^

'^

振込起案振込起案

<操作性>

1<選1尺1支> 1
5:とても分かり易かった 1

14:分かり易かった
3:どちらともいえない

2:分かりづちかった

11:とても分かりづらかっ越給付状況結果の
4........ー.ーー....ーーーーーーーーーー.ー.ーーーーーーー.ー..

確認

審査

これまでの電子申請は書類を電子的に受領する仕組みだったが、
給付支援サービスは本人確認や口座確認が不要となり審査時間を大幅に短縮することができた!

24



令和6年度実証事業結果・住民アンケート結果サマリ

利用した住民からおおむね局い評価。

ゾ子申請は概ね好評(全体の88%が非常に満足またはまあ満足と評価)、全体の88%が手続きを10分以内に完了

ψ「手続きの簡単さ」を評価する人が多い(「最もよかった点」で57%、「良かった点すべて」で73%)

■質問1
サービスの満足度を教えてください。

3%

非常に満足している

まあ満足している

あまり満足していない

全く満足していない

9ツ

■質間3
良かった点をすべてお知らせください。

給付の案内のわかりやすさ

手続きの簡単さ

入力項目の量

マイナンバーカードの利用

公金受取口座の利用

このなかにはない

51ツ

鳳質問2
手続きにどのくらい時間がかかりましたか。

フ%

37%

0

5分以内

10分以内

11~30分以内

30分以上

5000 10000 15000

■質問4

【最も】良かった点を、ひとつぉ知らせください。

8%給付の案内のわかりやすさ 5%

手続きの簡単さ
18%

入力項目の量

マイナンバーカードの利用

公金受取口座の利用
6%

このなかにはない

20000

24%

5%

64%

57%

25
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給付支援サービスサービス料金
ニー

以下のビンクの網掛けセルに項目を入力いただくと、給付支援サービスのサービス料金を即時に確認することができます.
見1_」が彪要な場合は、こちらの試算表をa己入いただいた上で運用保守事業者のメールアドレス(benefi古aas_contrad@am.n辻data.CO.jp)1こ送付くださし
なお、メール送信の際にはインターネットから送受信が可能なメールアドレスをご深"用ください。運用保守事業者からメールが送付できない事象が発生しております。

■入料金(利用,期聞における自治体さまからのお問い合わせ対応)

はい.給付支援サービスのご甲」用は貴団休において初めてですか?

冒・料金及び利用料金

現時点で利用を想定している給付,業にっいて記ください.(名称は仮で構いません)(申請受付開始月・利用終了月・給付対象者数はそれぞれ数値のみ入力してください)

また、契約途中で新たな給付のご浮リ用が発生した場合にも、変更契約することで対応が可能です.

はそれモれ敷値のみ入力してください(「年」や「月」・「人」は入力不要)※年・月・給 」 '

給付刈象者数申請受付開始年(西暦)申請受付開始月利用終了年(西暦)利用終了月給付名

料金(税呂")

←初めての方は「問い合わせ対応に係る導入費がかかります。

U、

消費税

合計料金

※ 1金融機関連携サーピスの利用料金1=あくまで試算です.
自治体様の指定金融機関のサービス料金にて料金は変化します.

本資料では上記料金を初期費用20万円・利用料金4万円ノ月として計算しておりま

巨玉刃

利用有無

458,400円

45β40円

504,240円


